
業務調査表２－１

業務名称 業務名称

発注者 発注者

うち自社
実施金額

(B)

うち再委
託予定金
額(C)

積算額(D)
うち自社
実施金額

(F)

うち再委
託実績金
額(G)

積算額(H)

測量業務費 測量業務費

直接測量費 1,960,211 1,960,211 0 直接測量費

打合せ業務 業務打合せ 149,200 149,200 0 一次内訳書－１ 打合せ業務 業務打合せ 126,600 126,600

基準点測量 ３・4級基準点測量 449,757 449,757 0 一次内訳書－１ 基準点測量 ３・4級基準点測量 370,000 370,000

路線測量 路線測量 771,479 771,479 0 一次内訳書－１ 路線測量 路線測量 700,800 700,800

現地測量 現地測量 570,535 570,535 0 一次内訳書－１ 現地測量 現地測量 444,600 444,600

用地測量 公図等転写連続図
作成

19,240 19,240 0 一次内訳書－１ 用地測量 公図等転写連続図
作成

84,000 84,000

　測量経費 112,476 112,476 0 　測量経費 　測量経費 一次内訳書－１

旅費・交通費 7,296 7,296 0 旅費・交通費 7,000 7,000

電子成果品
作成費

61,000 61,000 0 電子成果品
作成費

85,000 85,000

印刷製本費 26,380 26,380 0 印刷製本費 25,000 25,000

成果検定費 17,800 17,800 0 成果検定費 0 0

　 直接測量費計 2,072,687 2,072,687 0 直接測量費計 1,843,000 1,843,000

諸経費 1,248,793 1,248,793 0 諸経費 1,557,000 1,557,000

業務価格計 3,321,480 3,321,480 0 業務価格計 3,400,000 3,400,000 諸経費に係る内
訳書

【記載要領】入札価格の内訳書（業務調査表２－１、２－２）

(6)諸経費にあっては専門業に外注する場合に必要となる間接的な経費、業務実績の登録等に要する費用、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代
家賃、減価償却費、租税公課、保険料、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料及び支払保証料などを、それぞれ適切に計上すること。

入札価格の内訳書

入札時 業務完了時（実績）

令和 ４ 年度 県営中山間総合 整備 事業 あ な ん 地区 川田 井水工区 測量業務

備考項目 工種 種別 細別
業務実施

金額
(A=B+C)

備考 項目 工種 種別 細別
業務実施

金額
(E=F+G)

再委託実績金額
の比率0％

合計 3,321,480 3,321,480 0 再委託予定金額
の比率0％

合計 3,400,000 3,400,000

(2)発注者積算額欄には、何も記載しないこと。
(3)内訳書には、再委託を予定している全ての項目に係る金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。
(4)計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものであること。
(5)業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「割引」等の名目による金額計上は行わないこと。

【各様式共通】
(1)調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び業務完了後（完了届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。

(2)提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう指示をした場合は、この限りでない。

(3)各様式に記載した内容を証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、調査対象者又は受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）

(4)調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データにより協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

(1)入札時参考図書（金抜き設計書）等に対応する内訳書とする。また、各項目、工種、種別、細別等の区分別の費用内訳が分かるものとすること。



業務調査表２－２

発注者 発注者

積算額 積算額

打合せ業務 式 1 149,200 打合せ業務 式 1 126,600
業務打合せ　着手前 回 1 37,300 業務打合せ　着手前 回 1 21,100
業務打合せ　中間 回 2 74,600 業務打合せ　中間 回 2 84,400
業務打合せ　最終 回 1 37,300 業務打合せ　最終 回 1 21,100

基準点測量 式 1 449,757 基準点測量 式 1 370,000
3級基準点測量 点 2 196,006 3級基準点測量 点 0
4級基準点測量 点 7 189,427 4級基準点測量 点 12 370,000
3級基準点埋設 点 2 64,324 3級基準点埋設 点 0

路線測量 式 1 771,479 路線測量 式 1 700,800
作業計画 業務 1 86,220 作業計画 業務 1 63,300
現地踏査 ｋｍ 0.3 40,043 現地踏査 ｋｍ 0.3 63,300
線形決定 ｋｍ 0.3 73,153 線形決定 ｋｍ 0.3 42,200
中心線測量 ｋｍ 0.3 141,516 中心線測量 ｋｍ 0.3 95,700
4級水準測量 ｋｍ 0.3 18,043 4級水準測量 ｋｍ 0.3 74,600
縦断測量 ｋｍ 0.3 104,706 縦断測量 ｋｍ 0.3 116,800
横断測量 ｋｍ 0.3 307,798 横断測量 ｋｍ 0.3 244,900

現地測量 式 1 570,535 現地測量 式 1 444,600
作業計画 業務 1 31,980 作業計画 業務 1 42,200
現地測量 業務 1 538,555 現地測量 業務 1 402,400

用地測量 公図等転写連続図作成 万ｍ2 0.6 19,240 用地測量 公図等転写連続図作成 万ｍ2 1.8 84,400

1,960,211 1,726,400

項目 種別 細別 業務実施金額 備考 項目 種別 細別 業務実施金額 備考

諸経費 間接測量費 諸経費 諸経費 間接測量費

一般管理費等 一般管理費 1,248,793 一般管理費等 一般管理費 1,557,000

付加利益 付加利益

1,248,793 1,557,000

【記載要領】入札価格の内訳書（業務調査表２－１、２－２）

(6)諸経費にあっては専門業に外注する場合に必要となる間接的な経費、業務実績の登録等に要する費用、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告
宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料及び支払保証料などを、それぞれ適切に計上すること。

入札価格の内訳書の明細書

（一次内訳書の様式）

入札時 業務完了時（実績）

一次内訳書―１　直接測量費の内訳 一次内訳書―1　直接測量費の内訳

項目 名称・規格 単位 数量
業務

実施金額
備考 備考項目 名称・規格 単位 数量

業務
実施金額

小計 小計

（諸経費に係る内訳書の様式） （諸経費に係る内訳書の様式）

入札時 業務完了時（実績）

諸経費の内訳 諸経費の内訳

工種 工種

諸経費

(5)業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「割引」等の名目による金額計上は行わないこと。

小計 小計

(2)発注者積算額欄には、何も記載しないこと。
(3)内訳書には、再委託を予定している全ての項目に係る金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。
(4)計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものであること。

【各様式共通】
(1)調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び業務完了後（完了届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類
を提出しなければならない。

(2)提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう指示をした場合は、この限りでない。

(3)各様式に記載した内容を証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、調査対象者又は受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記す
るものとする。）
(4)調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データにより協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

(1)入札時参考図書（金抜き設計書等）に対応する内訳書とする。また、各項目、工種、種別、細別等の区分別の費用内訳が分かるものとすること。



業務調査表３－１

【記載要領】当該契約の履行体制（業務調査表３－１、３－２）

(2)業務に係る実施体制において、「技術者の区分」は契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。

(3)配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め備考欄に現場責任者と明記すること。

（添付資料）記載したすべての再委託予定会社について、「見積依頼書（業務条件、支払条件等明確なもの）」及び「見積書（技術者単価・人役、資材単価・数量の確認が可能なもの）」の写しを
添付すること。

【各様式共通】

(1)調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び業務完了後（完了届提出時）までに記載要領に従って作成した各様
式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
(2)提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう指示をした場合は、この限りでな
い。
(3)各様式に記載した内容を証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、調査対象者又は受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を
各資料の右上部に明記するものとする。）

(4)調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データにより協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

業務完了時（実績）の履行体制

（１）履行のための体制図（全体像）

当該契約の履行体制

（１）履行のための体制図（全体像）

(1)体制図は、自社実施予定の全ての項目と再委託を予定している全ての項目について、自社予定はその体制を、再委託予定は再委託の相手先ごとに、相手方名及び再委託を行う業務の内容、再委
託の予定金額及び再委託を行う理由を記載すること。

主任技術者

・業務総括

・現場代理人

担当者

担当者

第3者照査

・第三者照査

主任技術者

・業務総括

・現場代理人

担当者

担当者

・データ保管

管理者

・データ保管管理

者

・基準点測量

・路線測量

・現地測量

・用地測量

・基準点測量

・路線測量

・現地測量

・用地測量

第3者照査

・第三者照査



業務調査表３－２

技術者 技術者

の区分 の区分

赤羽大我 赤羽大我

第三者照査 第三者照査

技術者 技術者

【記載要領】当該契約の履行体制（業務調査表３－１、３－２）

(2)業務に係る実施体制において、「技術者の区分」は契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。

(3)配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め備考欄に現場責任者と明記すること。

（添付資料）記載したすべての再委託予定会社について、「見積依頼書（業務条件、支払条件等明確なもの）」及び「見積書（技術者単価・人役、資材単価・数量の確認が可能なもの）」の写し
を添付すること。

【各様式共通】

(1)調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び業務完了後（完了届提出時）までに記載要領に従って作成した各様
式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
(2)提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう指示をした場合は、この限りでな
い。
(3)各様式に記載した内容を証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、調査対象者又は受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を
各資料の右上部に明記するものとする。）

(4)調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データにより協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

(1)体制図は、自社実施予定の全ての項目と再委託を予定している全ての項目について、自社予定はその体制を、再委託予定は再委託の相手先ごとに、相手方名及び再委託を行う業務の内容、再委
託の予定金額及び再委託を行う理由を記載すること。

作業担当者現場責任者
赤羽完一

桐生貴透 代表取締役 照査

作業担当者 技術課 デ－タ保管管理責任者 技術課 デ－タ保管管理責任者 現場責任者
赤羽完一

桐生貴透 代表取締役 照査

当該業務総括 現場責任者
赤羽完一

作業担当者 赤羽聖太郎 取締役 測量担当 現場責任者
赤羽完一

現場代理人 赤羽完一 取締役

氏名 役職・部署 担当した役割 備考

業務完了時（実績）

主任技術者 赤羽完一 取締役 当該業務総括 現場責任者
赤羽完一

現場責任者
赤羽完一

作業担当者 赤羽聖太郎 取締役 測量担当 現場責任者
赤羽完一

現場代理人 赤羽完一 取締役 当該業務総括

（２）業務に係る実施体制

氏名 役職・部署 担当する役割 備考

入札時

主任技術者 赤羽完一 取締役 当該業務総括 現場責任者
赤羽完一



業務調査表５

取得年月日 免許番号 免許番号

交付番号 交付番号

主任技術者 赤羽完一 測量士 昭和49年10月1日 第S49-4492 専任 主任技術者 赤羽完一 測量士 昭和49年10月1日 第S49-4492 専任

現場代理人 赤羽完一 測量士 昭和49年10月1日 第S49-4492 専任 現場代理人 赤羽完一 測量士 昭和49年10月1日 第S49-4492 専任

作業担当者 赤羽聖太郎 2級土木施工管理技士 平成28年3月15日 C152106243
現場責任者
赤羽完一

作業担当者 赤羽聖太郎 2級土木施工管理技士 平成28年3月15日 C152106243
現場責任者
赤羽完一

作業担当者 赤羽大我
現場責任者
赤羽完一

作業担当者 赤羽大我
現場責任者
赤羽完一

第三者照査技術者 桐生貴透 測量士 平成4年8月24日 第H4-1181 第三者照査技術者 桐生貴透 測量士 平成4年8月24日 第H4-1181

【記載要領】配置予定技術者名簿（業務調査表５）

（添付資料）

・建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の公告日後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付するこ

技術者の区分 氏　名 資　格 取得年月日 備考技術者の区分

・本様式に記載した技術者が自社で雇用した社員が分かる資料を添付すること。
・記載した資格を証明する書面の写しを添付すること。

【各様式共通】

氏　名 資　格 備考

配置予定技術者名簿

入札時 業務完了時（実績）

(1)調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び業務完了後（完了届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなけれ
ばならない。

(2)提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう指示をした場合は、この限りでない。

(4)専任の配置技術者は備考欄に「専任」と記載すること。

(3)各様式に記載した内容を証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、調査対象者又は受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとす

(4)調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データにより協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

(1)配置を予定する全ての技術者について記載すること。なお、入札参加資格として必要な資格についても記載すること。
(2)「技術者の区分」は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。
(3)配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め備考欄に現場責任者と明記すること。



業務調査表６－１

規格・形式・ 規格・形式・

能力・年式 能力・年式
基準点測量
路線測量
現地測量

セオドライ 2級セオドライト 台 1 ペンタックス 8
基準点測量
路線測量
現地測量

セオドライ 2級セオドライト 台 1 ペンタックス 8

基準点測量
路線測量
現地測量

光波測距儀
2級中距離型光波測
距儀

台 1 ペンタックス 8
基準点測量
路線測量
現地測量

光波測距儀
2級中距離型光波測
距儀

台 1 ペンタックス 8

路線測量 レベル 3級レベル 台 1
ニコントリン
プル

1 路線測量 レベル 3級レベル 台 1
ニコントリン
プル

1

【記載要領】手持ち機械等の状況（業務調査表６－１、６－２）※本様式は、契約対象業務が測量業務又は地質調査業務である場合に作成すること。

＜機械を保有している場合＞

(2)本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持ち機械について記載すること。
(3)再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載すること。

(1)対象業務が測量業務または地質調査業務である場合に作成すること。

(1)調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び業務完了後（完了届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添
付書類を提出しなければならない。
(2)提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう指示をした場合は、この限りでない。
(3)各様式に記載した内容を証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、調査対象者又は受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に
明記するものとする。）

(4)調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データにより協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

数量 メーカー名
専属的使用実

績日数
備考

【各様式共通】

手持ち機械等の状況
（測量業務及び地質調査業務の場合に作成する）

備考

＜自社又は再委託予定先が機械を保有している場合＞

工種
・種別

機械名称 単位 数量 メーカー名
専属的使用予

定日数

入札時 業務完了時(実績）

工種
・種別

機械名称 単位



業務調査表１１（黒字・赤字ともに記入、完了届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（E）（業務委託費計）←調査表２－１ ３，４００，０００円
最終契約額（H）（業務委託費計）←調査表２－１ ３，４００，０００円
落札率←調査表２－１（Ａ／Ｄ） %
最終実績率（E/H）←調査表２－１ 100.00%
合計額が、　E/H＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由

【記載要領】赤字の理由（業務調査表１１）

(1)当該業務で赤字となった理由を、人件費、手持ち業務の状況、履行体制の状況、配置技術者の状況等の面から記載する。
(2)直接人件費、諸経費等の各費目別に、自社が入札した価格で履行可能な理由を具体的に記載するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を
付記する（以下の様式によっては自社が入札した価格で履行可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。）

【各様式共通】

(1)調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び業務完了後（完了届提出時）までに記
載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
(2)提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう指示
をした場合は、この限りでない。

(3)各様式に記載した内容を証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、調査対象者又は受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場
合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）

(4)調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データにより協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。
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